
登記手数料が改訂！ 

不動産や会社の登記事項証

明書や印鑑証明書、地積測

量図、建物図面など取得の

際に法務局へ納める登記手

数料が改訂され、値下げさ

れました。担保管理、所有

権確認等必要がございまし

たら、当事務所をご用命下

さい！！ 

①登記事項証明書    

（法務局認証有）    

１通：550 円→480 円 

②地図（公図測量図等）   

（法務局認証有）    

１通：500 円→430 円 

③印鑑証明書      

（法務局認証有）    

１通：500 円→450 円 

④登記事項証明     
（インターネット登記情報）  

１通：397 円→337 円 

⑤地図（公図測量図等）   
（インターネット登記情報）  

１通：427 円→367 円 

 

はじめました 

「わかば法務事務所」 

                                          

「株式の集中方法」 
 

御社の株式は分散していませんか？ 

 

TOB（株式公開買付け）と

いう言葉を聞いたことがあ

るかと思います。「大企業

とか上場企業がやるやつで

しょ・・・」と思っている

方もいるかもしれませんが、

会社法施行による非上場の

中小企業でも使うことがで

きるのです。 

株式が市場取引されてい

ない中小企業の場合分散

した株式を任意に買取る 

方法としては、２つの方

法があります。 

あらかじめ譲渡人を指定

せずに、株主全員から譲

渡しの申込みを受ける方

法です。 

この方法による場合、株

主総会（定時・臨時問わ
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BLUE SKY 

＝株式を集中させる方法＝ 

Ⅰ 株主との合意による取得 

① ミニ株式公開買い付け 

② 特定の株主から買い受ける方法（相対取引） 

Ⅱ 相続人からの株式取得 

① 会社が任意に相続人から株式を買取る方法 

② 定款の定めに基づく相続人に対する売渡請求 

株主全員から譲渡しの申

込を受ける方法（Ⅰ－①）



 

ない）の普通決議により

（ア）取得する株式の種 

類と数、（イ）株式の取  

得と引換えに交付する金

銭等の内容と総額、（ウ）

株式を取得することがで

きる期間（最長１年間） 

を定めます。 

決議が成立した後は、取 

締役会の決定を経て全株

主に対して１株あたりの

取得価格等の買受条件を

通知し、これに応じた株 

主から自己株式を取得す

ることができます。 

但し、会社側が無限に株 

式を取得することができ

るわけではなく財源規制

があります。会社が買受 

けの際に支出する金額の

総額は配当金分配可能額

を超えてはいけません。 

配当金分配可能額によっ

ては、買い受けられる株 

式数に限界が生じます。

（配当金分配可能額につ

きましては、顧問税理士 

等にご確認下さい） 

Ⅰ－①では株主総会の普通

決議で足りましたが、特定

の株主から株式を取得する

場合には、株主総会（定時・

臨時問わない）の特別決議

が必要となります。 

その決議の中で（ア）取得

する株式の種類と数、（イ）

株式の取得と引換えに交付

する金銭等の内容と総額、

（ウ）株式を取得すること

ができる期間（最長１年間）、

（エ）譲渡人となる株主を

定めます。 

譲渡人となる株主以外の株

主は、自己をも加えたもの

を株主総会の議案とするこ

とを請求できます（売主追

加請求権）。この売主追加

請求権をあらかじめ排除す

る定款の定めを設定するこ

とができますが、既存株主

全員の同意が必要となりま

す。なお、この手続きでも

財源規制はあります。 

また、株式を集中させる方

法として、相続人が取得し

た株式を買い取る方法も整

備されています。 

原則としては上記②と同じ

手続き（株主総会の特別決

議）となりますが、非公開

会社が相続人から相続した

株式を取得する場合には、 

当該相続人が株主総会で当

該株式についての議決権を

行使していないときに限り、

他の株主に売却の機会（売

主追加請求権）を与えない

ことができることを定めて

います。 

この他、相続や合併の際に

当該株式を会社に売り渡す

ことを請求することができ

る旨を定款に定めることが

できる制度（Ⅱ－②）もあ

ります（会社法174条）。

詳しい話はまたの機会に。 

株式の集中化のご相談は、

是非わかば事務所まで！！ 

 

特定の株主から買受ける

方法（Ⅰ－②） 

Ⅰ－① ミニ公開買付のスケジュール 

１．株主総会（普通決議）→ 取得株式総数・交付する金銭等 

２．取締役会決議    → 具体的事項(買受条件・申込期日)等 

３．全株主への通知   → ２．での決議事項を通知 

４．株主からの株式譲渡申込み 

  →申込期日において、株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したもの

とみなされます。 

  →株主が申込みをした株式の総数が、１．において会社が取得すると定

めた株式総数を超えた場合には、会社は按分比例した数を各株主から

取得することになります。 

相続人から買受ける方法

（Ⅱ－①） 

財源規制：剰余金分配可能額範囲内 



 

 

 

 

相続放棄とは、亡くなられ

た方の相続人がその亡くな

られた方の財産（プラスの

財産も借金も含めて）を全

て放棄する（引き継がない）

ことです。相続放棄は家庭

裁判所の手続です。単に「父

の財産は何もいらない」と

遺産分割協議書にサインを

したとしても法律上の相続

放棄とはなりません。法律

的に言い換えれば、「プラ

スの財産は何も引き継がな

かった」ということになり

ます。 

相続放棄の手続は家庭裁判

所において行いますが、被

相続人の相続が開始された

ことを知ってから３ケ月以

内にしなければなりません

（民法９３９条）。３ヶ月

を経過すると原則として相

続放棄はできなくなります。 

また３ヶ月を経過していな

くても相続放棄ができなく

なる場合があります。遺産

の全部または一部を処分し

たとき、例えば、①金融機

関などで相続の手続をして

自分の名義とした場合、②

残された財産を売却してお

金を得た場合などは、相続

を承認したとみなされ、相

続放棄をすることができな

くなります。 

 

 

 

プラスの財産（預貯金・不

動産など）がなくても借金

だけが相続されます。最悪

の場合、引き継いだ借金の

支払いができなくとなると

「自己破産」などの債務整

理をしなければならなくな

ります。 

今回は、相続放棄の手続を

分かりやすくをＱ＆Ａにま

とめてみました。 

 

 

相続放棄は、相続が開始さ

れたことを知った日から３

ケ月以内にするとされてい

るため、被相続人が亡くな

ったことを知ったときから

３ケ月以内であれば相続放

棄の手続を行うことができ

ます。また３ケ月以内に相

続放棄しなかったのが、被

相続人に相続財産が全く存

在しないと信じたためであ

り、かつ、被相続人の生活

歴、被相続人と相続人との

間の交際状態その他の状況

から判断して、相続財産の

有無の調査を困難な事情が

あった場合には、知ってか

ら３ヶ月以内に手続をすれ

ば、相続放棄が認められる

ケースがあります。 

 

 

 

 

 

相続放棄の手続の多くは多

額の借金を引き継がないよ

うにする場合に利用されま

すが、原則として相続人は

自由に相続放棄をすること

ができます。「ただ相続し

たくない」という理由でも

相続放棄はできます。 

 

 

相続放棄は各相続人単独で

することができます。数人

の相続人がいてもその他の

方の了承なく、相続放棄を

することができます。 

 

 

相続人の中に未成年者がい

る場合、その未成年者は自

ら単独で相続放棄の申述は

できません。親権者、後見

人などの法定代理人が未成

年者に代わって相続放棄を

することになります。親権

者と未成年者の子が共に相

続放棄をする場合には親権

者と子とは利益が相反しま

せん。一方、親権者は相続

放棄をしないで未成年の子

のみが相続放棄をする場合

には、利益相反が生じ、親

知っているようで知らない法律知識 

相続放棄Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 相続放棄は亡くな

ってから３ヶ月を経過す

ると絶対にできないの？ 

Ｑ２ 相続放棄をすること

に理由は必要？ 

Ｑ３ 他の相続人と一緒に

しなければならないの？ 

Ｑ４ 相続人の中に未成

年者がいます。どうすれば

手続できますか？ 
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権者が代わって行うことは

できません。この場合には、

家庭裁判所に特別代理人の

選任の申立を行い、その特

別代理人が未成年の子を代

理して相続放棄をすること

になります。  

 

 

相続放棄をしても、相続財

産以外を受け取ることは問

題ありません。生命保険契

約では、死亡保険金の受取

人を個別に指定する契約が

あります。例えば夫が死亡

した際の死亡保険金の受取

人を妻に指定していたよう

なケースです。この場合、

死亡保険金は受取人固有の

権利となり、生命保険金請

求権は相続財産ではありま

せん。したがって、亡くな

った被相続人に借金があり、

相続放棄をした場合であっ

ても、受取人は死亡保険金

を受け取ることができます。 

 

 

「形見分け」が相続財産の

処分に該当するのであれば、

相続放棄ができなくなって

しまいます。 

ただ判例では「経済的に重

要性を欠く形見分け」につ

いては処分にあたらないと

しています。一方でスーツ、

毛皮コート、靴、絨毯など

の財産的価値のある遺品の

ほとんど全てを自宅に持ち

帰る行為は、いわゆる形見

分けの範囲を超えるものと

して「処分に該当する」と

のことです。何事もほどほ

どが肝心です。 

相続放棄の手続自体は難し

くなく、亡くなられた方の

最後の住所地の家庭裁判所

へ出向くことができれば、

専門家に依頼しなくても手

続は可能です。ただ、相続

放棄をする前提で、相続放

棄をしたことによりどうな

るのかをきちんと確認をし

た上で行わなければなりま

せん。相続放棄をする際に

は、是非当事務所に一度ご

相談下さい。 

Ｑ５ 相続放棄をしたの

ですが、生命保険金は受け

取ることはできますか？ 

Ｑ６ いわゆる「形見分

け」をすると相続放棄はで

きないのですか？ 

相続遺⾔相談無料 

株式の集中化の文章を考えな

がら、それに適する画像を探

していたら、ゼネラルモータ

ースの株券の画像を発見しま

した。日本の株券のデザイン

は似たり寄ったりですが、外

国の株券は風情があります。 

編集長（＝久保）のつぶやき 

 私の死んだ父は「小説家になりたかった」と言っていた。新春の

デーリー東北の短編小説をご存知だろうか？私の父は「二席」に入

ったことがある。その短編小説を読んだのは、父が死んだ後、図書

館のマイクロフィルムで。生きている時は見向きもしなかったのに。

人間そんなもんだ。「形見分け」は親しい友人や親戚にするもの。

でも職業によっては親もでも形見分けはあるものだ。私の父は司法

書士、いわゆる二代目。私が継いだ水谷先生も二代目。計四代目だ。

でもそれが「形見分け」かどうかを判断するのは誰だろう。フツー

は遺族、でも私の場合は顧客であろう。相応しいかどうか。私の息

子が「形見分け」と感じてくれるまで、私は休めない。 
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